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人を育てることについて、古くから、「三つ叱って五つ

褒め七つ教えて子は育つ」という。この諺では、「褒め」

と「教え」よりも先に、「叱る」が出てくる。つまり、褒める

ことや教えることより、まずは叱ることが大切であると

言っているのである。人を育てるにあたって、間違いを

正すことができなければ、どれだけ褒めても、何を教え

たところで、人は育たない。 

近年の教育では、子どもたちを褒めることが尊重さ

れる。ゆるく優しくもいいが、そればかりでは、優しさに

慣れてしまって、人は成長できない。快適な環境では成

長する必要がなくなるからだ。厳しい中に優しさがある

からこそ、育てられる側には育てる側の「五つ褒め」と

「七つ教え」のありがたみが身にしみるものだ。そうやっ

て生じた「働きがい」を糧に、誰もが成長してきたのでは

ないだろうか。 

さて、ニッポンの長期停滞状況に目を移すが、この停

滞した社会に、果たして成長の機会はあるのだろうか?

「人を育てるは教育にあり」というが、これは至言であ

る。労働もまた、教育の顔を持つべきだ。ところが、今の

ニッポンでは、「三つも叱られない」ことばかりで、教育

の色すらない。労働は成長の機会になるはずなのに、今

のままでは、働きがいもなく、労働力を搾取するだけの

苦役になって、仕事を好きになる人は減ってしまう。 

「働きがい」にも改革の目を向けてほしい。 

(宇久田進治) 
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働き方改革が世間に浸透しかけている。そもそ

も、この働き方改革は過労死を招く働き方、すなわ

ち過重労働を排除するためものであったと思う。過

労死を招く働き方は、許されるものではない。 

働き方改革の一環として残業代を手厚く支払う、

コロナ禍もあって在宅勤務が様々な企業で導入さ

れるなど、世の中の働き方は変貌した。さらに、改革

は育児休暇を男性にも取得させる方向へと続く。

年々上げられている最低賃金も、非正規雇用の増加

という働き方の変貌を示すものと言っても良いか

もしれない。これらの改革で目指していることは、す

べて尤もなことであって、改革が実効性をもって実

現すれば良いと皆が思っていることだろう。 

ただ、私には、働き方改革について、少々気にな

ることがある。それは様々なハラスメントへの対応

である。特に「パワハラ」、パワーハラスメントについ

ては、腑に落ちないところがある。というのも、日本

の企業社会には、パワハラとされるものがあまりに

も多く、些細なことまでもパワハラとして排除しよう

としているように見えるのである。仕事の中で必然

的に生じる叱責や指導までもパワハラとして排除し

てしまっていては、職場で「人を育てる」ことなど、

到底できなくなってしまうのではないだろうか。 
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お亡くなりになられてから必要な税務は、4 か月後までの準確定申告及び

その納税をはじめに、10 か月後までに遺産の確認、遺産の評価、遺産分割協

議(遺言書がない場合等)、相続税の申告の要否、相続税の計算と納税資金の確保、相続税の申告と納税…とて

も大変です。生前に対策をすることのメリットは… 

① 時間がかかる遺産の評価が早く終えられるので、時間的な余裕ができる。 

② 相続税の見込額が分かるので、節税を実施できる。 

③ 具体的なシミュレーションをして、遺言書を作成できる。 

④ 納税資金確保の準備ができる。 

⑤ 非上場株式や農地の納税猶予などが検討できる。 

 

準備とは、具体的にどのようなことをするのでしょうか。 

いくつか例を挙げてみます。 

⑴ 相続人となり得る人の確認やその方が受けた贈与の確認。 

⑵ 財産の評価・負債の確認をして財産目録を作成する。 

⑶ 相続税の試算をする。 

⑷ 相続税の納税が必要になりそうな場合は対策 

① 贈与による対策 

② 生命保険契約による対策 

③ 二次相続の対策 

④ 分割のための対策(遺言書の作成・家族信託等)   

⑤ 節税対策(特例の適用の有無) 

⑥ 納税資金・納税方法の対策 

 

 準備のためのシミュレーションに必要な資料は、その内容により変わり

ますが、次の資料は共通してご準備いただくものです。 

⑴ 固定資産税課税明細書→毎年５月頃に市役所から届く固定資産税の通知に同封されています。 

⑵ 証券会社の取引明細書  

⑶ 生命保険契約や建更契約の保険証券  

⑷ 通帳※合計した金額だけでもOKです! 

⑸ 銀行借入金の返済予定表  

⑹ 財産所有者が贈与をしていた場合は、その受贈者の申告書  

 

 どのようなシミュレーションが必要なのかをご相談の上、決定し、作成

します。 

「不動産が財産の中心なので、納税資金が心配。土地を売却して納税資金を準備すべき?…

では、どの土地を売却しよう?」、「金融財産ばかりなので、節税対策をした方がいい?どんな

対策があるのかしら?」等、準備だからこそ、いろいろお試しすることができます。 

 この「相続プラン」ご利用いただいた方は、その後弊所で相続税の申告をさせていただいた

場合には、申告手数料からシミュレーションの手数料分をお値引きさせていただきます。    (相続事業班) 

ご相続が発生すると… 

先ずは資料をご準備ください 

相続までのトータルプランです 

準備できること… 
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私が最近買ったものでおすすめなのは、「有線 LAN変換アダプター」です！ 

無線 LANを導入されているご家庭・事務所も多いと思いますが、我が家でもパソコンやスマートフォン、タブ

レット、テレビ、レコーダー、ゲーム機、スマートスピーカー等々あらゆるものが無線 LAN に接続しており、無線

環境のひっ迫が気になっていました。 

そして、リモートワークが増えて困ったのが電子レンジです。電子レンジが発する電

磁波は無線 LANの電波に干渉しますので、電子レンジを使っている間は無線 LANを

使用できません。そのため、夕飯の支度で電子レンジを多用する我が家では、夕方の

オンライン会議や通信作業にはとても気を遣う状況でした。 

 

それを解決してくれたのがこの商品です。私は USBの type-A用と type-C用の２つを持っています。 

私の業務 PC のいくつかは LAN ポートが

備わっていないのですが、USBポートを通じ

て有線 LAN に接続することができます。干

渉対策が施された有線ケーブルでの接続な

ら電子レンジの干渉を受けません。 

たいていの無線ルータにはケーブル接続

口がありますので、このアダプターを通じて

高規格の LAN ケーブルで接続すれば、ルー

タと仕事部屋の階が異なる我が家でも

300MB/s～500MB/s 以上の安定速度で

通信できるようになりました。 

 

なお、type-C 用はスマートフォンにも接続でき、HDMI 出力も備えていますの

で、スマホゲームをテレビやモニター等の大画面かつ安定した高速通信で楽しむこ

ともできます。  （八幡） 

 

12月カレンダー 

 

10日 11月分源泉所得税・11月分特別徴収住民税 納付期限 

28日 官庁御用納め 

 

※12月は年末調整が始まります。年末調整書類の提出の漏れがないようよろしくお願いします。 

職員 八幡 

 

 

の 

量販店やWebで購入できます 

（2,000円～3,000円前後） 

☆年末年始の休業日☆12月２９日(木)～1月 4日(水) 

新年は 1月 5日(木)より営業開始いたします。 
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毎週日曜日 18時～18時 29分 FM83.1 

日曜日の夕暮れ時は、 

『ざいつきげんの音楽鍋』 でよいひと時を♪ 

 

 

所長・職員一同、みなさまからのご意見・ご感想をお待ちしております 
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非言語コミュニケーション 

 

                コミュニケーションの大部分は話す話し合う、つまり言語だろう。 

だが、実際には言語でのコミュニケーションは一部であり、様々な手段がある。 

 

それは表情、姿勢、声のトーン、ジェスチャー、態度、動作、落着き、 

間、雰囲気、触れ合い・・・・・などなど。根底には相手を思う慈悲（思いやり）があった。 

特に気づいたこと。それは良く聞くこと。（しゃべりすぎない。）反省。 

                                                       （宇久田 進治） 
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さわやか土曜塾 

しばらくお休みいたします。 

 

この度 9月よりこちらの事務所でお世話になることとなりました、 川地 克朗 (かわちかつあき)と申します。 

現在は大学に通いながら週一度こちらに出勤させていただいてお

ります。 

はじめての会計事務所であることはもちろん、大学では哲学科に所

属しており、まったくの未経験ですが、事務所の皆さまにご指導ご鞭撻

いただき感謝感謝の日々です。 

 

大学の専攻は税務や会計とはほとんど無縁ですが、税務や会計業務

に興味があり、また将来的には資格にも挑戦したいと思っており、簿

記の入門を学んでいます。 

知識量はまだまだですが、こちらで色々と実践的な経験を積みたい

という気持ちはもとより、事務所ならびにお客さまのお役に立ちたい

一心で頑張って参ります。 

 

ご迷惑をおかけしてしまうことも多々あることと思いますが、何卒

よろしくお願い申し上げます。     （川地） 

仕訳入力などお手伝いしてくださっています。 

フレッシュな川地さんをよろしくお願いします！ 


